
インタフェース仕様書サービス事業所編修正履歴 

 

                       （内容現在 平成１９年５月１１日） 

Ｎｏ． 
除く 

ページ 
改定前 枚数

加える 

ページ 
改定後 枚数

１ 

１５ 

３７ 

３８ 

１１５ 

１２９ 

１３０ 

ページ番号 １５、１１５ 

項番１５の内容 

上限管理事業所の事業所番

号を設定 

 

ページ番号 ３７、１２９ 

項番６の項目名 

上限管理事業所番号 

項番６の内容 

上限管理を行った事業所の

事業所番号を設定 

 

ページ番号 ３８ 

項番５の項目名 

上限管理事業所番号 

項番５の内容 

上限管理を行った事業所の

事業所番号を設定 

 

ページ番号 １３０ 

項番５の項目名 

上限管理事業者番号 

項番５の内容 

上限管理を行った事業所の

事業所番号を設定 

６ 同 

ページ番号 １５、１１５ 

項番１５の内容 

上限額管理事業所の事業所

番号を設定 

 

ページ番号 ３７、１２９ 

項番６の項目名 

上限額管理事業所番号 

項番６の内容 

上限額管理を行った事業所の

事業所番号を設定 

 

ページ番号 ３８ 

項番５の項目名 

上限額管理事業所番号 

項番５の内容 

上限額管理を行った事業所の

事業所番号を設定 

 

ページ番号 １３０ 

項番５の項目名 

上限額管理事業所番号 

項番５の内容 

上限額管理を行った事業所の

事業所番号を設定 

 

６ 

２ ２８ 

※１ 

１ 同 

※１ 

番号５、６を追加 

これにともない１の説明を変更
１ 

３ ３０ 

（９） 

契約情報レコードの作成が

必要なサービス 

42 自立訓練（生活） 

 

１ 同 

（９） 

契約情報レコードの作成が必

要なサービス 

42 自立訓練（生活） 

決定コードに 420905 を追加 

 

１ 

４ ３１ 

（１０） 

＜契約情報の設定例＞ 

③5 月 20 日で B 事業者の契

約が終了（5 月 20 日までに

既に 50 時間のサービスを提

供）。 

 

 

 

１ 同 

（１０） 

＜契約情報の設定例＞ 

③5 月 20 日で B 事業者の契

約が終了（5 月も 70 時間を継

続して契約していたが契約を

打ち切った場合などで 5 月 20

日までに既に 50 時間のサー

ビスを提供した場合を想定）。 

 

１ 



Ｎｏ． 
除く 

ページ 
改定前 枚数

加える 

ページ 
改定後 枚数

５ ３１ 

（１０） 

＜契約情報の設定例＞ 

契約開始日／終了日の例 

契約開始日／終了日の設定

方法 

C 事業所 

5 月は、契約開始 5 月 21日、

契約終了 5 月 30 日を設定。

6 月は、契約開始 6 月 1 日を

設定。（※1）（※２） 

１ 同 

（１０） 

＜契約情報の設定例＞ 

契約開始日／終了日の例 

契約開始日／終了日の設定

方法 

C 事業所 

5 月は、契約開始 5 月 21 日、

契約終了 5 月 31 日を設定。 

契約変更の為、6 月は、契約

開始 6 月 1 日を設定。（※1）

（※２） 

 

１ 

６ 
３７ 

１２９ 

ページ番号 ３７、１２９ 

※１ 

上限額管理票情報の作成区

分を設定する。当該処理年

月内で初めて送付する場合

は。「新規」を設定する。 

 

２ 同 

ページ番号 ３７、１２９ 

※１  

上限額管理票情報の作成区

分を設定する。当該処理年月

内で初めて送付する場合は

「新規」を設定する。 

 

２ 

７ 
３７ 

１２９ 

ページ番号 ３７、１２９ 

※３ 

事務処理上は管理結果によ

り設定する必要が無い場合

もあるが、インタフェース上

は常に必須とする。 

２ 同 

ページ番号 ３７、１２９ 

※３ 

事務処理上は管理結果により

設定する必要が無い場合もあ

るが、インタフェース上は必須

とし、計算結果を常に設定す

る。 

 

２ 

８ 
３８ 

１３０ 

ページ番号 ３８、１３０ 

※１ 

事務処理上は管理結果によ

り設定する必要が無い場合

もあるが、インタフェース上

は常に必須とする。 

２ 同 

ページ番号 ３８、１３０ 

※１ 

事務処理上は管理結果により

設定する必要が無い場合もあ

るが、インタフェース上は必須

とし、計算結果を常に設定す

る。 

 

２ 

９ 

４６ 

５７ 

１３７ 

ページ番号 ４６ 

項番３２の項目名 

合計 算定時間数計 

 

ページ番号 ５７ 

項番３２の項目名 

合計 算定時間数計 

 

ページ番号 １３７ 

項番３２の項目名 

合計 算定時間数計 

３ 同 

ページ番号 ４６ 

項番３２の項目名 

合計 算定回数計 

 

ページ番号 ５７ 

項番３２の項目名 

合計 算定回数計 

 

ページ番号 １３７ 

項番３２の項目名 

合計 算定回数計 

 

３ 



Ｎｏ． 
除く 

ページ 
改定前 枚数

加える 

ページ 
改定後 枚数

１０ ５４ 

※２ 

居宅介護、行動援護におい

ては一連のサービス提供を

行った場合（サービス間隔が

2 時間未満の場合）、一連の

サービス提供について同一

番号を設定する。また、1 日

の所要時間を通算して算定

する重度訪問介護において

は、同一日のサービス提供

に対して、同一番号を設定

することとなる。２人派遣によ

り行が分かれる場合は、提

供通番は別番号を設定す

る。 

 

１ 同 

※２ 

ただし、居宅介護においては

一連のサービス提供を行った

場合（サービス間隔が 2 時間

未満の場合）、一連のサービ

ス提供について同一番号を設

定する。また、1 日の所要時間

を通算して算定する重度訪問

介護においては、同一日のサ

ービス提供に対して、同一番

号を設定することとなる。さら

に、行動援護については１回

の外出にかかるサービスにつ

いては通算して算定するため

１回のサービスに対して同一

番号を設定する。 

２人派遣により行が分かれる

場合は、提供通番は別番号を

設定する。 

 

１ 

１１ ５４ 

※３ 

二人派遣で時間がずれた場

合、二人派遣で 1 人目と 2 人

目の従業者要件が異なる場

合に、開始時間の早い順に

１からの連番を設定する。た

だし、重度訪問介護（様式 3

－2）においては、12 時間目

までの行に‘１’、13 時間目

以降の行に‘２’を設定する。

また、重度訪問介護（様式 3

－2）において、二人派遣に

より行が分かれる場合には

ヘルパー単位に１からの連

番を設定する。 

１ 同 

※３ 

二人派遣で時間がずれた場

合、二人派遣で 1 人目と 2 人

目の従業者要件が異なる場

合、ヘルパー1 人目の行に

‘１’、ヘルパー２人目の行に

‘２’を設定する。ただし、重度

訪問介護（様式 3－2）におい

ては、12 時間目までの行に

‘１’、13 時間目以降の行に

‘２’を設定する。また、重度訪

問介護（様式 3－2）において、

二人派遣により行が分かれる

場 合 に は ヘ ル パ ー 単 位 に

‘１’、‘２’を設定する。 

 

１ 

１２ ６６ 

Ｎｏ．３ 

乗降 

10:00～10:30 

（１人目） 

 

１ 同 

Ｎｏ．３ 

乗降 

10:00～10:30 

 

１ 



Ｎｏ． 
除く 

ページ 
改定前 枚数

加える 

ページ 
改定後 枚数

１３ 
７３ 

７４ 

ページ番号 ７３ 

Ｎｏ．１２ 

実績記録票インタフェース設

定の説明 

最終行とは、同一提供通番

の中で、前月からの継続サ

ービス昇順、日付昇順、開始

時間昇順に並べた場合の最

終行である。 

 

ページ番号 ７４ 

Ｎｏ．１３ 

実績記録票インタフェース設

定の説明 

最終行とは、同一提供通番

の中で、前月からの継続サ

ービス昇順、日付昇順、開始

時間昇順に並べた場合の最

終行である。 

 

２ 同 

ページ番号 ７３ 

Ｎｏ．１２ 

実績記録票インタフェース設

定の説明 

最終行とは、同一提供通番の

中で、前月からの継続サービ

スが１となる行を先頭とし、そ

れ以降、日付昇順、開始時間

昇順に並べた場合の最終行

である。 

 

ページ番号 ７４ 

Ｎｏ．１３ 

実績記録票インタフェース設

定の説明 

最終行とは、同一提供通番の

中で、前月からの継続サービ

スが１となる行を先頭とし、そ

れ以降、日付昇順、開始時間

昇順に並べた場合の最終行

である。 

 

２ 

１４ ８７ 

行動援護 実績記録票イン

タフェース設定例 １ 同 

行動援護 実績記録票インタ

フェース設定例 No.７を追加 

 

１ 

１５ 

１１２ 

１１３ 

１１５ 

１１７ 

１２３ 

１２４ 

１２９ 

１３０ 

１３２ 

１３４ 

１３６ 

１４２ 

１５１ 

１５５ 

ページ番号 １１２、１１３、１

１５、１１７、１２３、１２４、１３

０、１３６、１４２ 

項番４の項目名および内容 

都道府県番号 

 

ページ番号 １２９ 

項番５の項目名および内容 

都道府県番号 

 

ページ番号 １３２ 

注）同一キー（証記載都道府

県番号・受給者証番号・サー

ビス提供年月・上限額管理

事業所番号）の・・・ 

 

ページ番号 １３４ 

項番８の項目名および内容 

都道府県番号 

 

ページ番号 １５１、１５５ 

項番５の項目名 

都道府県番号 

１４ 同 

ページ番号 １１２、１１３、１１

５、１１７、１２３、１２４、１３０、

１３６、１４２ 

項番４の項目名および内容 

都道府県等番号 

 

ページ番号 １２９ 

項番５の項目名および内容 

都道府県等番号 

 

ページ番号 １３２ 

注）同一キー（証記載都道府

県等番号・受給者証番号・サ

ービス提供年月・上限額管理

事業所番号）の・・・ 

 

ページ番号 １３４ 

項番８の項目名および内容 

都道府県等番号 

 

ページ番号 １５１、１５５ 

項番５の項目名 

都道府県等番号 

１４



Ｎｏ． 
除く 

ページ 
改定前 枚数

加える 

ページ 
改定後 枚数

１６ １１２ 

項番７～１３ 

障害児施設給付費 小計 １ 同 

項番７～１３ 

小計 障害児施設給付費 １ 

１７ １１２ 

項番１４～１６ 

特定入所障害児食費等給付

費 小計 
１ 同 

項番１４～１６ 

小計 特定入所障害児食費等

給付費 

 

１ 

１８ 
１１６ 

１２５ 

ページ番号 １１６ 

項番３２～３５の項目名 

特定入所障害児食事等給付

費 

 

ページ番号 １２５ 

項番２６～２９の項目名 

特定入所障害児食事等給付

費 

 

２ 同 

ページ番号 １１６ 

項番３２～３５の項目名 

特定入所障害児食費等給付

費 

 

ページ番号 １２５ 

項番２６～２９の項目名 

特定入所障害児食費等給付

費 

２ 

１９ １２５ 

※１の２： 

（２）盲ろうあ児施設給付費 

①盲ろうあ児支援加算 

②重度盲ろうあ児支援加算

③重度重複障害者加算 

（３）肢体不自由児施設支援 

①乳幼児加算 

②重度肢体不自由児支援

加算 

③重度重複障害者加算 

（４）重症心身障害児施設給

付費 

 

１ 同 

※１の２： 

（２）盲ろうあ児施設給付費 

①重度盲ろうあ児支援加算 

②重度重複障害児加算 

（３）肢体不自由児施設支援 

①乳幼児加算 

②重度肢体不自由児支援加

算 

③重度重複障害児加算 

 

１ 

２０ １２６ 

※２  

助成請求額 

 

利用者負担額 

 

市町村助成率 

 

例）施設（入所）と施設（通

所）のサービス提供を受ける

利用者で、施設（通所）の利

用者負担額のうち半分を市

町村が助成する場合 

 

１ 同 

※２ 

自治体助成分請求額 

 

決定利用者負担額 

 

都道府県等助成率 

 

例）施設（入所）と施設（通所）

のサービス提供を受ける利用

者で、施設（通所）の利用者負

担額のうち半分を都道府県等

が助成する場合 

 

１ 



Ｎｏ． 
除く 

ページ 
改定前 枚数

加える 

ページ 
改定後 枚数

２１ 
１２９ 

１３０ 

ページ番号 １２９ 

項番１４の項目名 

管理結果 利用者負担額 

項番１４の内容 

上限管理結果額 利用者負

担額 

 

ページ番号 １３０ 

項番１１の項目名 

管理結果 利用者負担額 

項番１１の内容 

上限管理結果額 利用者負

担額 

 

２ 同 

ページ番号 １２９ 

項番１４の項目名 

管理結果後利用者負担額 

項番１４の内容 

管理結果後利用者負担額 

 

ページ番号 １３０ 

項番１１の項目名 

管理結果後利用者負担額 

項番１１の内容 

管理結果後利用者負担額 

２ 

２２ １３８ 

ページ番号 １３８ 

項番５４のﾊﾞｲﾄ 

2 

 

１ 同 

ページ番号 １３８ 

項番５４のﾊﾞｲﾄ 

3 
１ 

２３ １５１ 

項番６の項目名 

市町村名 

 

項番６の内容 

市町村名を全角文字で出力

する。 

 

１ 同 

項番６の項目名 

都道府県等名 

 

項番６の内容 

都道府県等名を全角文字で

出力する。 

１ 

２４ １６５ 

項番１１の項目名 

特別対策費請求 

 

１ 同 

項番１１の項目名 

特別対策費請求額 １ 

２５ １６５ 

項番７～１３ 

地域生活支援事業給付費 

 

１ 同 

項番７～１３ 

小計 地域生活支援事業給付

費 

１ 

２６ １６５ 

項番１４～１６ 

特定障害者特別給付費 

 

１ 同 

項番１４～１６ 

小計 特定障害者特別給付費 １ 

２７ １７０ 

項番７の備考欄 

※Ｃ 

 

１ 同 

項番７の備考欄 

※６ 

 

１ 

２８ １７１ 

ページ番号 １７１ 

１ 同 

ページ番号 １７１ 

※６ を追加 

 

１ 

 


